
〚 かけはし 〛のみなさんと
河川敷清掃を行いました

河川や河川敷への
ゴミの不法投棄は犯罪です

河川区域内での不法投棄は河川法等で禁止されており、罰則が科せられる場合があります。
悪質な場合は警察へ通報ししかるべき措置を執ります。

・３ヶ月以下の懲役または２０万円以下の罰金（河川法）
・５年以下の懲役もしくは １,０００万円以下の罰金、またはその両方

（廃棄物の処理及び清掃に関する法律）

公式ホームページ･SNS

事務所公式SNSもご覧ください！

〒 989-4102
宮城県大崎市鹿島台木間塚字小谷地496-1
TEL : 0229-56-2617 

国土交通省 東北地方整備局
北上川下流河川事務所 鹿島台出張所

10月20日、毎年恒例の鳴瀬川の中流堰付近の
河川敷清掃を行いました。

鳴瀬川・吉田川の河川管理を担当しています。
出張所管内の様々な活動をお知らせします。

国土交通省 東北地方整備局 北上川下流河川事務所

鹿 島 台
出 張 所
だ よ り
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〚かけはし〛のみなさん、
ありがとうございました！

ゴミや犬のフンは持ち帰り、分別して決められた集積所へお出しください

去年と同様で河川敷の道路側にゴミの投棄が
目立ちました。

美里町のボランティアグループ〚かけはし〛は、
地域に根づいたボランティア活動の一環で、
鳴瀬川の河川敷の清掃活動に取り組まれています。
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を実施しました

東北地方整備局は、防災能力の向上を目的とした
総合防災訓練を毎年実施しています。

今年は 最大震度６弱の地震発生、
津波警報発令と鹿島台出張所管内の
堤防の被災を想定した訓練
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災害発生後、管理区間の各施設等を点検、
結果を報告し被災が確認された施設の
応急対策検討、策定の訓練を行いました。

10/９

被災想定箇所の堤防に赴き、
ドローンを操作し被災状況の
映像配信の訓練も行っています。



に協力しました

10月7日～9日、吉田川桧和田地区河道掘削(その6)工事の
受注者(株)佐藤工務店で小牛田農林高等学校2年生3名の
インターンシップを受け入れ、実習３日目10月9日に鹿島台
出張所で行われる工事週間工程会議に生徒達が参加しました。

北上川下流河川事務所公式YouTubeで視聴が可能です。
左のQRコードから直接視聴ページに飛びます。
（※通信料がかかります）

建設業のやりがい・担い手確保ＰＲ動画

会議後、吉田川河道掘削工事の事業説明を行い、
ＰＲ動画(下記参照)を上映し建設業の魅力を伝えました。

が表彰されました
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ドローン

災害時に柔軟に対応出来るよう定期的に訓練を行い、
万が一に備えています。

建設事業関係功労者
東北地方整備局長表彰 (勤続２０年以上)

鈴根五郎排水機場 観測員 髙橋俊廣さん

水門等水位観測員として、排水樋管や排水機場
等の操作業務等に長年従事していただいた方に
その功績を称え表彰状が贈られました。

地域の為にご尽力いただきありがとうございます。
これからも引き続きよろしくお願いします。

に協力しました
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鹿島台出張所では、出張所で行っている河川管理、
施設および現場管理等の業務説明を行いました。
また、河川管理施設に足を運び、実際に自分の目で
見て確かめてもらいながら解説、説明も行っています。

今回の経験が皆さんの今後の業務の一助となれば幸いです。


